
補助金別紙様式２－１ 提出先

１　基本情報

〒

２　賃金改善計画について

<-○

円

円 （ ） ％

円）

円

円 （ ） ％

円）

④ 月 月

【記入上の注意】

３　介護職員処遇改善支援補助金により賃金改善を行う賃金項目及び方法

（ ）

（当該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程）

就業規則の見直し 賃金規程の見直し その他 （ ）

（賃金改善に関する規定内容）　※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載すること。

秋田県知事

介護職員処遇改善支援補助金交付申請書兼計画書

フリガナ シャカイフクシホウジン　チュウオウカイ

法人名 社会福祉法人　中央会

015－0885

秋田県由利本荘市水林284番地法人所在地

フリガナ サトウ　アキノリ

書類作成担当者 佐藤　昭徳

連絡先 電話番号 0184-24-3711 FAX番号 0184-22-3780 E-mail honbu@chuoukai1978.com

※詳細は別紙様式２－２に記載

※本計画に記載された金額は見込額であり、提出後の運営状況(利用者数等)、人員配置状況(職員数等)その他の事由により変動が
あり得る。

※本様式では下記の要件を確認しており、オレンジセル３カ所が「○」でない場合、補助金の交付要件を満たしていない。
　Ⅰ補助金による賃金改善を行う総額が補助金による収入額（補助金の見込額）を上回ること
　Ⅱ賃金改善の合計額の３分の２以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること

①介護職員処遇改善支援補助金の見込額（交付申請額）(e) 18,641,760 円

②賃金改善の見込額(ⅰ-ⅱ）(右欄の額は①欄の額を上回ること） 18,648,000 円

補助金による賃金改善実施期間 令和４年 2 ～ 9

・②ⅰ）「賃金改善実施期間に補助金により賃金改善を行う場合の介護職員等の賃金の総額（見込額）」には、補助金により賃金
改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。
・②ⅰ)及び②ⅱ)「令和３年における賃金改善実施期間に相当する期間の介護職員等の賃金の総額」には、処遇改善加算及び特定
加算を取得し実施される賃金の改善(見込)額を含む額を記載すること。

14,784,000 100.00

（一月あたり 1848000

3,864,000

3,864,000 100.00

ベースアップ等 基本給
決まって毎月支払われる

手当（新設）
決まって毎月支払われる
手当（既存の増額）

その他 手当（新設） 手当（既存の増額） 賞与 その他

賃金改善を行
う給与の種類

介護職員処遇改善支援補助金の支給に関する内規を作成

（支給対象者）
第２条　法人の正規職員または準職員の別を問わず、厚生労働省の定める介護職員処遇改善支援補助金制度の支給対象職員に
対し支給する。
（支給額）
第３条　補助金の支給額は、補助金制度による補助見込額の範囲内において、法人（または理事長）が定める額とする。
（支　給）
第４条　介護職員処遇改善支援補助金の支給は、毎月定額を給与規程に規程する給与とは別に支給する。

具体的な取組
内容

要
件
Ⅰ

ⅰ）介護職員
の賃金改善の
見込額(f-1)

<-○

要
件
Ⅱ

（うち、ベースアップ等に
よる賃金改善の見込額）

(f-2)

ⅱ）その他の
職員の賃金改
善の見込額(g-

1)

<-○（うち、ベースアップ等に
よる賃金改善の見込額）

(g-2) （一月あたり 483000

ⅰ）賃金改善実施期間（④）に補助金により賃金改善を行う場合の介護職員等の賃金
の総額（見込額）

893,802,413 円

ⅱ）令和３年における賃金改善実施期間に相当する期間の介護職員等の賃金の総額
【基準額】

875,154,413 円

③ベースアップ等による賃金改善の見込額

14,784,000



以下の点を確認し、全ての項目にチェックして下さい。

補助金として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。

補助金の対象となる職員の勤務体制を確認しました。

本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。

※ 各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。

※

令和 年 月 日

確認項目 証明する資料の例

令和４年２月分から賃金改善を実施しています。 ―

令和４年２月サービス提供分について介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は
(Ⅲ)の届出を行っています。

―

補助金相当額を適切に配分するための賃金改善ルールを定めました。 就業規則、給与規程

給与明細

勤務体制表

労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法
その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。

―

労働保険料の納付が適正に行われています。
労働保険関係成立届、確定保
険料申告書

会議録、周知文書

本表への虚偽記載の他、補助金の請求に関して不正があった場合は、補助金を返還することとなる場合がある。

計画書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管し
ていることを誓約し、交付申請します。

4 4 11 法人名 社会福祉法人　中央会
代表者 職名 理事長 氏名 藤井　蘭子



補助金別紙様式２－２ 介護職員処遇改善支援補助金交付申請書兼計画書（施設・事業所別個表）

【記入上の注意】

18,641,760

合計を(e)に表示

都道府県 市区町村

(f-1)
③ⅰ）介護
職員の賃
金改善見
込額［円］

(f-2)
左記のう
ち、ベース
アップ等に
よる賃金改
善の見込
額［円］

(g-1)
③ⅱ）その
他職種の
賃金改善
見込額
［円］

(g-2)
左記のう
ち、ベース
アップ等に
よる賃金改
善の見込
額［円］

1 ○ 0 5 7 0 5 5 0 4 1 8 秋田県 秋田県 由利本荘市 特別養護老人ホーム萬生苑 介護老人福祉施設 加算Ⅰ 1,661,722 10.00 1.4% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 1,861,128 1,792,000 1,792,000 672,000 672,000

2 ○ 0 5 7 0 5 0 2 7 7 3 秋田県 秋田県 由利本荘市
デイサービスセンターてまり指定
通所介護事業所

通所介護 加算Ⅰ 175,115 10.00 1.0% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 140,088 112,000 112,000 112,000 112,000

3 ○ 0 5 7 0 5 0 2 7 7 3
本荘由利広
域市町村圏
組合

秋田県 由利本荘市
デイサービスセンターてまり指定
通所介護事業所

通所型サービス（総合事業） 加算Ⅰ 5,098 10.00 1.0% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 4,072

4 ○ 0 5 7 0 5 0 2 7 8 1 秋田県 秋田県 由利本荘市
萬生苑指定短期入所生活介護事
業所

短期入所生活介護 加算Ⅰ 851,672 10.00 1.4% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 953,872

5 ○ 0 5 7 0 5 0 8 1 6 8 秋田県 秋田県 由利本荘市 デイサービスセンターマイともだち 通所介護 加算Ⅰ 387,663 10.00 1.0% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 310,128 336,000 336,000 280,000 280,000

6 ○ 0 5 7 0 5 0 8 1 6 8 秋田県 秋田県 由利本荘市 デイサービスセンターマイともだち 通所型サービス（総合事業） 加算Ⅰ 41,193 10.00 1.0% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 32,952

7 ○ 0 5 7 2 5 5 0 4 2 4 秋田県 秋田県 にかほ市
特別養護老人ホーム楽しいわが
家

介護老人福祉施設 加算Ⅰ 1,365,282 10.00 1.4% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 1,529,112 1,624,000 1,624,000 448,000 448,000

8 ○ 0 5 7 2 5 0 4 6 5 2
本荘由利広
域市町村圏
組合

秋田県 にかほ市
デイサービスセンターたから指定
通所介護事業所

通所型サービス（総合事業） 加算Ⅰ 2,151 10.00 1.0% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 1,720

9 ○ 0 5 9 1 3 0 0 0 7 4
本荘由利広
域市町村圏
組合

秋田県 にかほ市
デイサービスセンターたから指定
通所介護事業所

地域密着型通所介護 加算Ⅰ 169,364 10.00 1.0% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 135,488 56,000 56,000 112,000 112,000

10 ○ 0 5 7 2 5 0 4 6 6 0 秋田県 秋田県 にかほ市
楽しいわが家指定短期入所生活
介護事業所

短期入所生活介護 加算Ⅰ 763,410 10.00 1.4% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 855,016

11 ○ 0 5 7 2 5 5 0 7 6 2 秋田県 秋田県 由利本荘市 特別養護老人ホームふるさと矢島 介護老人福祉施設 加算Ⅰ 1,400,934 10.00 1.4% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 1,569,040 1,680,000 1,680,000 392,000 392,000

12 ○ 0 5 7 2 5 0 5 6 9 1 秋田県 秋田県 由利本荘市
ふるさと矢島指定短期入所生活
介護事業所

短期入所生活介護 加算Ⅰ 820,153 10.00 1.4% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 918,568

13 ○ 0 5 7 0 5 5 1 1 9 2 秋田県 秋田県 由利本荘市
特別養護老人ホームふるさと学び
舎

介護老人福祉施設 加算Ⅰ 1,441,068 10.00 1.4% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 1,613,992 2,016,000 2,016,000 448,000 448,000

14 ○ 0 5 7 0 5 1 5 3 4 6 秋田県 秋田県 由利本荘市
ふるさと学び舎指定短期入所生
活介護事業所

短期入所生活介護 加算Ⅰ 466,439 10.00 1.4% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 522,408

15 ○ 0 5 7 0 5 1 5 3 5 3 秋田県 秋田県 由利本荘市 ケアハウスふるさと学び舎 特定施設入居者生活介護 加算Ⅰ 573,054 10.00 1.4% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 641,816 840,000 840,000 112,000 112,000

16 ○ 0 5 7 0 5 1 5 9 1 6 秋田県 秋田県 由利本荘市
デイサービスセンターふるさと学
び舎

通所介護 加算Ⅰ 453,377 10.00 1.0% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 362,696 392,000 392,000 224,000 224,000

17 ○ 0 5 7 0 5 1 5 9 1 6 秋田県 秋田県 由利本荘市
デイサービスセンターふるさと学
び舎

通所型サービス（総合事業） 加算Ⅰ 49,604 10.00 1.0% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 39,680

18 ○ 0 5 7 0 5 5 1 3 1 7 秋田県 秋田県 由利本荘市 特別養護老人ホーム花ごよみ 介護老人福祉施設 加算Ⅰ 2,977,243 10.00 1.4% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 3,334,512 3,584,000 3,584,000 672,000 672,000

19 ○ 0 5 7 0 5 1 9 5 2 0 秋田県 秋田県 由利本荘市 ショートステイ花ごよみ 短期入所生活介護 加算Ⅰ 827,538 10.00 1.4% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 926,840

20 ○ 0 5 7 0 5 2 2 6 3 1 秋田県 秋田県 由利本荘市 ショートステイいきいきASOKO 短期入所生活介護 加算Ⅰ 436,053 10.00 1.4% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 488,376 336,000 336,000 168,000 168,000

交
付
率

(

c

)

　交付対象月(d) ①介護職員処遇
改善支援補助金
の見込額
(a×b×c×d)
[円]

・「補助金取得予定」には、補助金を取得する事業者は「○」を記入し、補助金を取得しない事業者は「×」を記入すること。
・処遇改善支援補助金計画書は、現行の処遇改善加算等の計画書と同様、法人一括での作成が可能であり、法人全体で交付要件を満たしていれば足りること。
・(f-1)及び(g-1)には、「賃金改善実施期間に補助金により賃金改善を行う場合の介護職員等の賃金の総額（見込額）」（２②ⅰ）と、「令和３年における賃金改善実施
期間に相当する期間の介護職員等の賃金の総額」（２②ⅱ）とを比較し、その差額を事業所ごとに記入すること。
・(f-2)及び(g-2)には、「３　介護職員処遇改善支援補助金により賃金改善を行う賃金項目及び方法」に記載した具体的な取組に基づく賃金改善の見込額を記載す
ること。

補
助
金
取
得
予
定

介護保険事業所番号 指定権者名 事業所名 サービス名

算定する介
護職員処
遇改善加
算の区分
（Ⅰ～Ⅲを
算定しない
事業所は補
助金を取得
できませ
ん）

法人名 社会福祉法人　中央会

２①　介護職員処遇改善支援補助金額（見込額）の合計［円］(e)

介護職員処遇改善支援補助金

事業所の所在地 （列ごとの合計が　「２賃金改善計画について」③に転記）

一月あたり
介護報酬
総単位数
[単位](a')
（処遇改善
加算及び
特定加算の
額を含みま

す）

１単位あ
たりの単
価[円](b)



合計を(e)に表示

都道府県 市区町村

(f-1)
③ⅰ）介護
職員の賃
金改善見
込額［円］

(f-2)
左記のう
ち、ベース
アップ等に
よる賃金改
善の見込
額［円］

(g-1)
③ⅱ）その
他職種の
賃金改善
見込額
［円］

(g-2)
左記のう
ち、ベース
アップ等に
よる賃金改
善の見込
額［円］

交
付
率

(

c

)

　交付対象月(d) ①介護職員処遇
改善支援補助金
の見込額
(a×b×c×d)
[円]

補
助
金
取
得
予
定

介護保険事業所番号 指定権者名 事業所名 サービス名

算定する介
護職員処
遇改善加
算の区分
（Ⅰ～Ⅲを
算定しない
事業所は補
助金を取得
できませ
ん）

介護職員処遇改善支援補助金

事業所の所在地 （列ごとの合計が　「２賃金改善計画について」③に転記）

一月あたり
介護報酬
総単位数
[単位](a')
（処遇改善
加算及び
特定加算の
額を含みま

す）

１単位あ
たりの単
価[円](b)

21 ○ 0 5 7 0 5 0 2 7 9 9
本荘由利広
域市町村圏
組合

秋田県 由利本荘市 安心サポート本荘 認知症対応型共同生活介護 加算Ⅰ 254,501 10.00 2.0% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 407,200 336,000 336,000

22 ○ 0 5 7 2 5 0 9 0 0 8
本荘由利広
域市町村圏
組合

秋田県 にかほ市 安心サポート仁賀保 認知症対応型共同生活介護 加算Ⅰ 253,763 10.00 2.0% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 406,016 336,000 336,000

23 ○ 0 5 7 2 5 0 5 7 0 9
本荘由利広
域市町村圏
組合

秋田県 由利本荘市 安心サポート矢島 認知症対応型共同生活介護 加算Ⅰ 261,621 10.00 2.0% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 418,592 336,000 336,000

24 ○ 0 5 7 0 1 2 1 7 9 8 秋田市 秋田県 秋田市 ケアハウススマートライフ中通 特定施設入居者生活介護 加算Ⅰ 1,043,259 10.00 1.4% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 9 月 （ 8 ヶ月） 1,168,448 1,008,000 1,008,000 224,000 224,000




